
第 １ 号 様 式 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

政 策 会 議 案 件 書 （ 審 議 案 件 ）  

 令 和 ８ 年 ２ 月 ２ 日 提 出  

案 件 担 当  

部 課 等  
総 務 部 人 事 課  

案 件 名 称  
三 浦 市 非 常 勤 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 基 本 方 針 に つ い て  

部 門 経 営  
会 議 で  
審 議 し た 日  

－  

資 料 の 有 無  ■ 有       □ 無  

審 議 依 頼 事 項  

三 浦 市 非 常 勤 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 の 基 本 方 針 を 別 紙 の と お り 決 定 す る こ と に つ い て  

現 状 と 課 題  

（ １ ） 国 会 議 員 の 選 挙 等 の 執 行 経 費 の 基 準 に 関 す る 法 律 の 一 部

改 正 が 令 和 ７ 年 ６ 月 ４ 日 に 公 布 ・ 施 行 さ れ た 。 国 会 議 員 の

選 挙 等 の 執 行 経 費 の 基 準 に 関 す る 法 律 に つ い て は 、 原 則 ３

年 毎 に 所 要 の 改 正 が 行 わ れ て お り 、 最 近 の 物 価 の 変 動 等 を

踏 ま え て 、 本 改 正 に お い て 投 票 管 理 者 等 に 対 す る 費 用 弁 償

の 基 準 額 の 改 定 が 行 わ れ た も の で あ る 。 こ う し た 状 況 を 踏

ま え 、 本 市 に お け る 投 票 管 理 者 等 の 報 酬 に つ い て も 見 直 す

必 要 が あ る 。  

（ ２ ） 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 第 4 7 条 の ５ に

お い て 、 教 育 委 員 会 は そ の 所 管 に 属 す る 学 校 ご と に 当 該 学

校 の 運 営 及 び 当 該 運 営 へ の 必 要 な 支 援 に 関 し て 協 議 す る 機

関 と し て 、 学 校 運 営 協 議 会 を 置 く よ う に 努 め な け れ ば な ら

な い と 規 定 さ れ て い る 。 ま た 、 学 校 運 営 協 議 会 の 委 員 は 、

非 常 勤 特 別 職 公 務 員 と し て 規 定 さ れ て い る 。 神 奈 川 県 内 の

三 浦 市 以 外 の 市 町 村 に お い て は 、 既 に １ 以 上 の 学 校 運 営 協

議 会 等 が 設 置 さ れ て お り 、 国 も 設 置 を 推 進 し て い る 状 況 で

あ る 。 未 設 置 で あ る 本 市 に お い て も 、 次 年 度 か ら 一 部 学 校

に お い て 学 校 運 営 協 議 会 を 設 置 予 定 の た め 、 学 校 運 営 協 議

会 委 員 の 報 酬 を 条 例 に お い て 規 定 す る 必 要 が あ る 。  

案 件 担 当 部 課 等 の 見 解  

別 紙 、 基 本 方 針 の と お り 三 浦 市 非 常 勤 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁

償 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る こ と と し た い 。  

審 議 決 定 後 は 、 令 和 ８ 年 第 １ 回 三 浦 市 議 会 定 例 会 に 議 案 と し

て 提 出 す る こ と と し た い 。  

第 ５ 次 三 浦 市 総 合 計 画 及 び 予 算 と の 関 係  

目 標   機 動 力 と 創 造 力 を 兼 ね 備 え た 市 役 所 を 目 指 し ま す 。  

施 策 ３  創 造 力 あ る 市 役 所 づ く り  

備 考  説 明 員  上 郷 人 事 課 長  石 原 人 事 課 人 事 Ｇ Ｌ  松 田 学 校

教 育 課 長  鈴 木 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 長  

 


